
































目指す姿 ＜障害特性を踏まえた、ライフステージに合わせた適切な支援の提供＞

就学前

【通所支援（療育）】

児童発達支援

【保育・幼児教育】

保育所・幼稚園

【通所支援・就労支援】

生活介護

就労継続支援A型

就労継続支援B型

就労移行支援・定着支援

一般就労

【通所支援（療育）】

放課後等デイサービス

【放課後事業】

きっずクラブ

【小学校〜高校】

特別支援学校

特別支援学級

普通学級

１８歳以降学齢期

【生活の場】

グループホーム

入所施設

１人暮らし・居宅サービス

家族支援・居宅サービス

基本的な支援

くらしを包み込む支援

障害者

家族の支援
障害児（者）の

親のための講座

重症心身障害児（者）在宅

レスパイト支援事業

成年後見制度

虐待防止センター

緊急一時保護

権利擁護

手当・年金等
障害基礎年金・厚生年金

心身障害者福祉手当

心身障害者（児）医療費助成

補装具・日常生活用具

医療連携
連携医療機関

訪問看護

医療的ケアを必要とする

障害者への対応

相談支援・人材育成
基幹相談支援センター

相談支援事業所

地域生活・活動支援センター

区 保健相談所

区 障害者支援課

障害への理解促進

手話言語の普及及び障害者の

意思疎通の促進に関する条例

手話通訳者等の養成

障害者差別解消法

住む
地域生活支援型入所施設

グループホーム、短期入所

居住サポート

自立生活援助

居宅介護

療育
就学前の児童の

発達療育相談

児童発達支援

保育所等訪問支援

放課後等デイサービス

経験する
社会参加・余暇活動支援

地域交流・イベント開催

移動支援・意思疎通支援

宿泊型自立訓練

働く
一般就労

就労・生活支援センター

就労移行支援・定着支援

就労継続支援A型・B型

生活介護、自立訓練

子育て連携

保育所・幼稚園

区 こども家庭支援課

高齢者福祉連携

地域包括ケアシステム

障害福祉サービスから

介護保険への円滑な移行

教育連携

義務教育の就学相談

特別支援学校・特別支援学級

きっずくらぶ

区 教育委員会

取組みの方向性

江東区障害者計画（障害者基本法に基づく障害者施策の基本的事項をまとめた計画期間６年の基本計画）、江東

区障害福祉計画（障害福祉サービスに関する計画期間３年のサービス見込量の計画）、江東区障害児福祉計画（障

害児通所支援等の円滑な実施に関する計画期間３年の計画）に基づき、以下の取組みを進めていく。

（１） 障害者の自立・社会参加の促進

障害者が安心して心豊かに暮らすためには、社会全体の障害への理解が不可欠であることから、障害への理解促

進、啓発・広報活動に努める。また、通所支援・就労支援等を通じて自立を支援するとともに、移動支援等による障害

者の社会参加を促進するほか、保健や児童福祉等関連部署との連携強化によって適切に支援できる体制を構築す

る。

（２） 障害者施設の整備・充実

障害の重度化・障害者や介護者の高齢化に対応するため、基幹相談支援センターの設置等による相談支援体制の

強化、地域生活支援型入所施設整備やグループホームの整備を行う。

老朽化した区立施設については計画的かつ効率的に改修・改築を実施し、必要に応じて実施事業の見直しを行う。

また障害の重度化、医療的ケアに対応できる障害者通所支援施設等の整備を進める。

⇒障害者が安心して生活できるよう地域全体で支える地域生活支援拠点等を構築する。
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区の障害者施策における現状と課題

・本区の人口は、他の自治体に類を見ないほど増加の一途を辿っており、また障害者数も精神障害者・知的障害者を

中心に増加傾向にある。

・医療の発展や長寿化により、障害の重度化・障害者や介護者の高齢化が進んでおり、「障害者の親亡き後」への対

応を含めた障害者の自立支援と地域生活への移行促進、医療的ケアが必要な障害者（児）への支援の必要性が高

まっている。

・障害者施策に求められる需要は年々変化し、多様化・複雑化してきている。そうした中で、地域福祉の観点から関係

機関と適切に連携し、それぞれの障害特性を踏まえたきめ細かで適切な支援を行っていくことにより、障害者一人ひと

りが望む地域生活の実現に向けて地域で支える仕組みづくりを進めていく必要がある。

江東区の障害者手帳所持者数

モデルケース

福祉部障害者施策課

人口の約4.5％
※年少人口66,878人
※老齢人口111,662人
（Ｈ30.1.1現在）

区の人口518,479人
（Ｈ31.1.1現在）

※ 主なサービスを記載
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